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Ⅲ 実践活動 

１．農用地に関する項目 

（１）畦畔・農用地法面等の草刈り 

 

・ ほ場内の作業性の確保、病害虫発生低減等のために、協定に位置付けた畦畔・農

用地法面やその周辺部の草刈り又は除草が行われ、農業生産への障害が生じてい

ないこと。その際には、草刈り又は除草活動後の草を適正に処理し、刈り取った

場所に放置されていないこと。又は、その場に存置する場合にあっては、農業生

産・生活環境への支障が生じていないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
【活動のねらい】 

畦畔・農用地法面や、その周辺部の草刈り又は除草を行うことによって、ほ場内の作業性の確

保や、病害虫の発生を低減することが大切です。活動を行う際は、刈り取った草を放置すること

等により、農業生産や生活環境への支障が生じることのないように留意します。 

 

【活動の内容】 

雑草の草丈が高くなると、草刈り機に絡みやすくなる等作業効率が落ちることから、草丈の

低い時期に行います。草刈りは、水田側から畦畔中央部に向かって草を刈ると、刈草が水田に

落ちるのを防ぐことができます。水路に草が落ちる場合、フォーク等を水路に刺し、下流に流

れないようにして取り除きます。刈草は集積場所を決めて置いたり、敷きワラやたい肥にした

りして適正に処理するようにします。 

なお、刈草をその場に存置する場合は、刈草が水田や水路に落ちないように配慮するととも

に、農作業や通行等の障害とならないようにすることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草刈り及び刈草処理状況 
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【配慮事項】 

・刈草が農業生産に支障を与えないことに加え、地域住民の迷惑にならないように、適切に処理する

ことが大切です。 

・草刈機は、作業者の体力や経験、現場の状況等に合わせ、作業に無理のない、より安全性の高いも

のを利用します。 

・カメムシが雑草から稲穂に移動しないように、出穂する前に草刈りを行っておくことが必要で

す。 

・草刈り作業前には、空き缶や空き瓶等、怪我につながるおそれのあるものがないことを確認します。

また、草刈り作業者は、肌を露出しないように長袖・長ズボンの作業着を着用し、防護メガネや防

護手袋、耳栓を使用する等し、安全に留意します。 

・農用地の法面に水路が接する場合は、水路の水位を下げて流れを遅くする等により、作業の安

全性の確保に努めるようにします。 

 

【畦畔・農用地法面等の草刈り】 

 

～活動例～ 

 
・活動対象 
農用地法面 

・活動内容 
集落内に設置した「土木委員会」で事前に実施した点検活動による点検結果に基づいて、共同

作業計画を作成し、草刈り作業を行いました。作業は、下草が残る程度に草刈り機や鎌で実施し

ました。 
・活動時期 
作業は、春（４月中旬：農繁期前のほ場準備）、夏（８月上旬：雑草の繁茂が旺盛となる時期）

の年２回実施しました。 
・参加者 
集落内の農用地や里山が荒廃していくことへの危機感から、非農業者を含む集落 70 戸が参加し
ました。 
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（２）遊休農地発生防止のための保全管理  
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遊休農地等の草刈り等や害虫駆除を適正に行い、耕作可能な状態に農用地を保全
理すること。 

のねらい】 

同作業計画に基づき、遊休農地等の草刈りや害虫駆除等を適正に行い、農用地を耕作可能な

に保全管理することが大切です。 

の内容】 

 

遊休農地となるおそれのある 

農用地の草刈り作業 

用地を耕作可能な状態にするため、草刈りや

駆除等を適正に行います。 

刈りや害虫駆除等の活動を行った農用地は、

りや耕耘等を実施して、その後の営農活動に

耕起が円滑に行えるよう継続的な保全管理を

ます。 

た、草刈りや害虫駆除等と併せて、畦畔や法

も適切に管理し、いつでも農用地として利用

な状態に保全します。 

休農地等が原因で近隣のほ場に有害な害虫等

生している場合には、農薬を散布する等、害

駆除を行うとともに、害虫のすみかとなる草

取り除きます。 

事項】 

期にわたって耕作が見込めない農用地については、雑草等の侵入や土壌侵食を防止するため

ールで覆うビニールマルチ等、省力的かつ長期的な農用地管理を検討する必要があります。 

ビニールマルチした遊

休農地になるおそれの

ある農用地 
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【遊休農地発生防止のための保全管理】 

 

～活動例～ 

 
・活動対象 

遊休農地（2ha） 

・活動内容 

草刈りによって病害虫の発生を防止するとともに、畦畔管理を行い、水田としていつでも利用

可能な状態に維持しています。 

・活動時期 

作業は、6 月（ほ場作業や雑草の繁茂状況を考慮して決定）、8 月（盆の時期に向けて景観配慮

をするため）の年２回実施しました。 

・参加者 

作業は、「農事改良組合」の数名が参加しました。 
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（３）防風林の枝払い・下草の草刈り（畑） 

 

・ ほ場隣接の防風林やその周辺部の枝払い、草刈り又は除草等の作業により、適正

な管理を行うこと。この際には、枝払いや草刈り又は除草活動後の草等を適正に

処理し、刈り取った場所に放置されていないこと。又は、その場に存置する場合

にあっては農業生産・生活環境への支障が生じていないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
【活動のねらい】 

共同作業計画に基づき、ほ場に隣接する防風林やその周辺において、枝払い、草刈り、除草等

の対策により、防風林の適切な維持管理を行うことが大切です。活動を行う際は、刈り取った枝

や草を放置すること等により、農業生産や生活環境への支障が生じることのないように留意しま

す。 
 
【活動の内容】 

防風林は、農用地への風を弱めることにより、表土の飛散や作物の風害を緩和することに役立

っています。 

一般に、防風林は樹高が高いほど防風範囲は広くなり、風の弱まる範囲は風上側で木の高さの

約 5倍、風下側で 20 倍程度の距離といわれています。 

防風林の効果を維持していくためには、必要に応じて次のような維持管理を行うことが大切で

す。 

 

（１）枝払い、剪定、梢
しょう

頭
とう

刈り 

枝払いや剪定等を行う場合は、樹高と側枝の調整を図り、その後の伸長により、防風機能が

必要な時期に理想的な密閉度を確保することが大切です。剪定や枝払いの程度は、樹種によっ

て枝の再生力と伸長状態が異なるため、植栽間隔、樹勢、時期等の諸条件を考慮して決める必

要があるので、専門家に相談します。 

梢頭刈りは、樹高や枝張が揃った防風林とするために、生長しすぎた幹や枝の先端を切る作

業です。 

また、剪定、枝払いは、防風効果を維持しつつ、

健全な林分状況を維持するために行う作業です。

枝先が密生した防風樹を春季に剪定すると、日照

条件が良好になります。また、林内の風通しが良

くなるため、病虫害の発生も少なくなります。 

 

（２）下草の草刈り 

病虫害の発生を低減するために必要に応じて下

草の草刈り等を行うことも大切です。なお、枝払

いした枝や刈り取った草等は適正に処理します。 防風林の枝払い 
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【配慮事項】 

・枯死木や生長不良木の多い箇所で、防風機能の低下を防ぐために、捕植することが必要です。 

・下草刈りや枝払いを行う場合は、機械の操作に十分注意します（（１）畦畔・農用地法面等の

草刈り p8 参照）。 
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